
電話

（第 4 章）

（第 2 節）

（第　 4

5.引きこもり児童生徒への訪問指導(ボランティア)

6.三市適応指導教室交流・情報交換会

7.講演会の開催（保護者、学校関係者を対象)

8.各種指導員研修会への参加

9.教育相談

1.教科指導

2.体験学習（農園、社会見学、調理実習等）

3.保護者懇談会（個人懇談含む）

4.学校訪問（校長、担任等との相談及び情報交換）　手　　　段
(ここから活動指
標を導きます）

１　計　画　（プラン）

　児童生徒を取り巻く社会環境の変化に伴い、引きこもりや不登校児童生徒が増加し、長期化・継続の
傾向性を有していることから､不登校及びその傾向のある児童生徒の適応指導及び相談等を「適応指
導教室みらい塾」で総合的に支援し、学校復帰及び社会的自立の援助を行う。

事務事業開始のきっ
かけ（導入当初の目
的等）

　目　　　的
(ここから成果指
標を導きます）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

節
施策

　学校教育

根拠法令等
　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

事務区分 部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 山内平一郎 中村博司 作成日 平成１６年６月

9,5404,071

１４年度 １５年度

3,801 9,270

0.03

9,000

270

1,201

0.03

9,000

270

0.03

9,000

6,670

2,600

　児童・生徒の健全育成

上位施策との関連
（総合計画での位置
付け）

　上記に加え､平成16年度より新適応指導教室が開設され、施設の老朽化･狭隘化が解
消されたことから､これまで対象とならなかった小学生の入級対象の拡大や専門機関と
連携を図った保護者相談などの充実に努め､不登校に係る総合的な対策に取り組むこと
とした。

施策）

章 　豊かな心と個性ある文化を育むまち

16
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

　平成１6年度事務事業評価調書（継続用）　　　　 北広島市別紙３

H7年

整理番号 42-8 作成部署 生涯学習部青少年課 内線607

課長職名

  市内のひきこもりや不登校児童生徒及びその保護者

　ひきこもりや不登校児童生徒の学校復帰、社会的自立の支援をすると共に、関係機関
と連携して未然防止対策に取り組む。

不登校に関する相談件数

一般財源

①合　計

②人　数（年間）

3,545

270

１４年度（決算）

2,600

１5
年
度

まで

地方債

２　実　施　（ドゥ）

国支出金

【事業費の推移】 （単位：千円）

１７年度（予定）

指　　　標(算式）

効率指標

（主要活動単位当
たりコスト）

（事務事業の活
動量や実績）

（指導員人件費（円）B/通級人員　Ａ）

入級者数/不登校児童生徒数

通級生徒数　A

指導日数

20

213

10

207

50.0%成果指標
完全復帰者数

段階的復帰者数
（目的の達成度
を測るものさし）

25.6% 52.9%

1

指導員人件費(円）　B　　

通級生徒1人当り経費指導員経費

3

103,379211,615

2,054,4902,067,5742,116,150

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③

　総　事　業　費 ①＋④

１６年度（予算）

2,800

その他特財

指　　　　　標　　　　　値

97 72

１５年度（決算）

１７年度（目標）

直接事業費

11

186,772

人 　件 　費
（概算）

区　　　　分

207

１６年度（目標）

活動指標

道支出金

3,275

475

指　　　標

（青少年指導支援事業）
不登校等対策事業

事務事業名



改善の方法

判定の説明や課題 改善の方法

　適応指導員が対応できない補完的な学
習や体験活動などは､民生児童委員、学
生ボランティア、ＮＰＯ会員などの協力を得
て実施している。また、近隣三市（北広島、
恵庭、石狩）が定期的に集い、学習プログ
ラムの成果や情報交流などの発表の機会
を通して､適応指導の共有化と指導の在り
方を検証している。広域連携の取組みか
ら得た成果を実践に活かしている。

　義務教育を基本とした適応指導であ
り、市が実施する事業である。

□終了

□終了

□廃止・休止する(検討含む）

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

□見直しの上で継続する

■十分成果が上がっている

受益者負担の妥当性

□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

□縮小する(検討含む）

■該当しない

　15年度における一部学校復帰者は13
名、完全学校復帰者は5名である。また
「みらい塾」の通級生徒3年生全員が卒業
し、進学することができた。また､通級でき
る生徒が増加している。

□概ね成果が上がっている

　不登校児童生徒に関する適応指導教育
は、個人の性格･資質に伴う人間教育にか
かわることから、指導員を配置しながら対
応しており効率的であると考える。

ひきこもりや不登校児童生徒に対する教育支援は､特殊教育､　障害教育
などと同様、教育行政の義務であり社会で子どもを育てるという大切な役
割を担っている。さまざまな問題や悩みを抱えた子どもが学ぶ意欲、人とふ
れあう機会を求めて学校以外の適応指導教室に通級することは､在籍校の
校長の判断で登校とみなされている。人生の大切な時期に人から学ぶとい
う芽を育てることは､教育の使命であり、市民が社会が認めていることでも
ある。このようなことから､学校復帰､社会的自立はもとより、進学などの相
談や支援なども含めた総合的な発達支援を目指して人間の相互教育の充
実に努めていく。

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

手段の妥当性

【１次評価】

【事務事業担当部局内優先度】

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

　判　　　　定

■Ａ 　　　 □B    　　□C
※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

□見直しの上で継続する

□統合する(検討含む）

【２次評価】 今後の方向性等

行財政構造改革推
進本部の総合判定

□廃止・休止する(検討含む）

今後の方向性や改善方法など

□かなり非効率

　判　　　　定
事務事業担当部局の
総合判定

【上記３の評価と改善
を踏まえ、今後の方向
性についての総合判定
と改善方法等を記入】

有効性の評価からも一定の成果を上げており、現状のまま継続す
る。

【現在の手段は適切ですか。
もっと効率的で有効な手法は
ありませんか】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

■適切

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

目的の妥当性

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

　不登校児童生徒の学校復帰を目的
とした適応指導事業は、教育の受ける
権利・義務・就学支援の視点からも適
切である。

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

□適切

４　総合判定と今後の方向性

判　　定
有効性の評価

【意図した成果
は上がっていま
すか】

【市が実施すべき事務事業で
すか。市民・企業等での実施
可能性はありませんか】

判定の説明や課題

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

項　　目 判　定
【妥当性の評価と改善の方法等】

整理番号 42-8

【手法は効率的
ですか。コスト
節減の方法はあ
りませんか】

行政関与の妥当性 ■適切

□やや非効率

【受益者負担の適正化の余地
はありませんか】

■適切

【社会経済情勢や市民ニーズ
の変化などから、設定した対
象や意図は妥当ですか】

効率性の評価
□概ね効率的

■十分効率的

事務事業を取り巻く社
会環境の変化や今後
の予測・他市町村の動
向等

　家庭環境、本人の情緒不安、社会性の未熟など様々な理由により、不登校やひきこもる児童生徒は
増加傾向にある。北広島市においても毎年40名以上の児童生徒が不登校となっており、保護者を含め
た支援が必要となっている。

項　　目


